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沼田市電子地域通貨物価高騰対策事業支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本業務は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民を対象として

地域通貨カードを給付する事業を円滑に実施するため、迅速かつ正確なサービスが提供可能

な委託事業者を公募型プロポーザル方式により選定することを目的とする。  

    

２ 業務の概要 

（１） 業務名 

沼田市電子地域通貨物価高騰対策事業支援業務 

    

（２） 業務内容 

別紙「沼田市電子地域通貨物価高騰対策事業支援業務仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）に基づき実施する。 

      

（３） 履行期間 

契約締結日から令和９年１月２０日（火） 

 

（４） 委託料上限額 

３９，６００，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

３ 選定方法 

沼田市電子地域通貨物価高騰対策事業支援業務公募型プロポーザル審査委員会におい

て、別に定める審査基準に基づき、事業者からの提案を評価、審査し、審査委員の評価点を

合計した得点の最も高い事業者を受託候補者とする。 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、次の要件を全て

満たしているものとする。なお、企画提案書提出後に要件を満たさなくなった場合は参加

を認めない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないものであ

ること。 

（２） 沼田市の工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領（令和５年４月１日）による指名

停止期間中でないこと。 
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（３） 国税及び地方税を滞納していないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）３条及び第４

条による指定を受けた指定暴力団等及びその構成員でないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続き中でないこと。 

（６） 沼田市入札参加有資格者名簿に登録されていること。 

（７） 過去５年間に、地方公共団体が発注した金券、地域通貨、商品券その他これらに類する

給付事業に係る封入封緘、発送及びコールセンター業務を履行した実績を有しているこ

と。 

（８） 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)適合性評価制度に基づく ISMS認証、

又はプライバシーマークの認定を取得している者であること。 

（９） 本業務を継続的かつ安定的に遂行できる財務基盤及び業務遂行能力を有しているこ

と。 

 

５ スケジュール 

 

項目 実施日程 

（1）実施要領の公表 令和８年６月２２日（月） 

（2）質疑期間 令和８年６月２２日(月)～令和８年６月３０日(火) 

（3）参加表明書の提出 令和８年６月２２日(月)～令和８年７月２日(木) 

（4）企画提案書の提出 令和８年７月２日(木)～令和８年７月１４日(火) 

（5）プレゼンテーション 令和８年７月１７日(金) 

（6）審査結果の通知 令和８年７月２２日（水） 

（7）契約締結・業務開始 令和８年７月下旬予定 

※上記スケジュールは予定であり変更となる場合もある。 

 

６ 質疑応答 

(１) 受付期間 

令和８年６月２２日(月)～令和８年６月３０日(火)  

(２) 質問方法 

沼田市役所 企画政策課 DX 推進室に事前連絡の上、電子メールにて質疑応答書（様式

３）を提出すること。（持参可） 

なお、電話や口頭等、質疑応答書以外での質問は受け付けない。 

mail：tengoo@city.numata.lg.jp 
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(３) 最終回答日及び回答方法 

最終回答日：令和８年７月１日（水） 

回答方法  ：本市ホームページにて公表する。 

 

７ 参加申込について 

(１) 提出書類 

番号 提出書類 備考 

１ 参加表明書（様式１）  

２ 会社概要（任意様式） 既存のパンフレットや案内等でも可 

３ 
商業・法人登記に係る履歴事項全

部証明書の写し 

発行３か月以内のもの 

４ 

業務実績書（任意様式） ５年間の業務実績のうち、本業務に類似又は

関連する業務を対象とする。業務実績一覧

には「発注機関名」「業務名」「契約金額」及び

「業務の概要」を記載すること。 

５ 

ISMS認証、又はプライバシーマー

クの認定を受けていることが確認

できる書類の写し 

 

 

(２) 受付期間 令和８年６月２２日(月)～令和８年７月２日(木) 

(３) 提出部数 １部 

(４) 提出方法 

郵送又は持参 

※郵送の場合は、令和８年７月２日(木)午後５時まで（必着）とし、封筒には「沼田市電子

地域通貨物価高騰対策事業支援業務委託プロポーザル参加表明書在中」と朱書きす

ること。 

※持参の場合は、土・日及び祝日等の閉庁日を除く、午前９時～午後５時まで 

(５) 提出先 １２に記載の担当部署 

(６) その他 参加資格審査結果については、後日電子メールにて連絡する。 

 

８ 提案書の提出 

(１) 提出書類 

番号 提出書類 備考 

１ 
提案書（任意様式） 作成に当たっては、仕様書及び「沼田市電子

地域通貨物価高騰対策事業支援業務審査基
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準」（以下「審査基準」という。）を参照するこ

と。 

２ 
提案概要書（任意様式） 企画提案書の独自手法やアピールポイントな

どを A4両面１枚以内 

３ 実施体制表（様式２号）  

４ 
業務工程表（任意様式） 契約締結から業務完了までのスケジュール

及び主要工程を記載すること。 

５ 見積書 積算の内訳を必ず記載すること 

 

(２) 提出期限 令和８年７月１４日(火)午後５時（必着） 

(３) 提出部数 正本１部、副本６部、PDFデータ一式 

 

※ 審査は匿名で行うことから、副本の提出書類からは、社名、ロゴ等の参加者が特定で

きる記載は、全て削除すること。 

 

(４) 提出方法 郵送または持参 

※郵送の場合は、封筒には「沼田市電子地域通貨物価高騰対策事業支援業務委託プロ

ポーザル参加表明書在中」と朱書きすること 

(５) 提 出 先 １２に記載した事務局まで 

 

９ 審査 

(１) 審査基準 

別に定める審査基準のとおり 

(２) 選考方法 

市で設置する審査委員会において、審査基準に基づき、事業者からの提案を評価、審

査する。審査委員の評価点を合計した得点の最も高い事業者を受託候補者とし、随意契

約の交渉を行う。ただし、その事業者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の高い

事業者から順に交渉を行う。 

評価点を合計した得点が同点の場合は、審査委員の合議により、受託候補者を決定す

るものとする。 

なお、提案書の提出が5件を超えた場合は、書類選考による一次審査を実施すること

がある。 

(３) 提案のプレゼンテーション 

提案書を提出した事業者は、提出した提案書の内容をもとにプレゼンテーションを行

うものとする。 

なお、一次審査を実施した場合は、一次審査を通過した事業者が、プレゼンテーション
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を行うものとする。 

ア 実施日：令和８年７月１７日(金)（予定） 

イ 実施場所：沼田市役所 ※日時場所等の詳細は、別途電子メール等にて連絡する。 

ウ 出席者：実施体制表の管理責任者及び担当者を含め、３名以内とする。 

エ その他：１事業者あたり提案１５分、質疑１０分程度とする。プレゼンテーション用の

PC 等必要な機器は提案者が準備すること。なお、プロジェクター、スクリーン、

HDMIケーブル（標準端子タイプ A）、電源タップは事務局が用意する。 

(４) 審査結果の通知と公表 

審査結果については、令和 8 年７月２２日(水)午後５時までにプロポーザル参加事業

者全員に電子メールで通知するとともに、市ホームページで受託候補者と得点を公表す

る。 

(５) 失格事項 

次のア～キのいずれかに該当した場合は、失格とする。 

ア 各種提出書類が、期限を過ぎて提出された場合 

イ 各種提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 見積価格が事業規模を超過している場合 

エ 審査の公平性を害する行為があったと沼田市が認める場合 

オ 提案にあたり、著しく信義に反する行為があったと沼田市が認める場合 

カ その他、誠実な契約の履行が望めないと沼田市が認める場合 

 

１０ 契約及び事業の実施 

(１) 契約の締結 

契約は、受託候補者と仕様及び契約条件等について協議し、内容が確定した時点で予

算の範囲内で締結するものとする。ただし、協議の結果、見積額に変更が生じた場合は、

再度見積書を提出のうえ、予算の範囲内で契約を締結するものとする。 

(２) その他 

契約代金の支払いは、契約の履行を市が確認した後に行うものとする。 

 

１１ その他留意事項 

(１) このプロポーザルに参加する費用は、全て参加事業者の負担とする。 

(２) 提案は、１事業者につき１件とする。 

(３) 提出された書類は、返却しない。 

(４) 提出された書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用しな

い。 

(５) 沼田市と契約を締結する事業者は、実施体制表（様式２号）に記載した配置予定の管理

責任者及び業務担当者を配置するものとし、傷病や退職など、やむを得ない場合を除き、
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交代を認めないものとする。 

(６) 提出された書類は、「沼田市情報公開条例（平成１０年沼田市条例第１号）」第２条に規定

する「行政情報」として取り扱うものとする。 

 

１２ 事務担当 

沼田市総務部企画政策課 DX推進室 

所在地：〒３７８－８５０１ 群馬県沼田市下之町８８８番地 

電話：０２７８－２３－２１１１（内線４０３２） 

メール：tengoo＠ｃｉｔｙ．ｎｕｍａｔａ．ｌｇ．ｊｐ 


